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衆
議
院
議
員
城
内
実
君
提
出
「
復
興
増
税
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
千
九
百
三
十
二
年
に
、
工
業
製
品
消
費
財
に
対
す
る
個
別
間
接
税
が
導
入
さ
れ
、
千
九
百
八
十
年

代
に
、
法
人
税
の
基
本
税
率
の
引
下
げ
や
所
得
税
の
最
高
税
率
の
引
下
げ
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
本
年
一
月
に
、
付
加
価
値
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
同
年
四
月
に
、
法
人
税
の
基
本
税
率
が
引
き

下
げ
ら
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
二
千
二
年
に
、
法
人
税
の
基
本
税
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
引
き
下

げ
ら
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
、
二
千
年
代
に
、
法
人
税
の
基
本
税
率
が
漸
次
引
き
下
げ
ら
れ
、
二
千
五
年
に
、
付
加
価
値
税
率
が

引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
国
の
経
済
・
財
政
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
要
因
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
税
制
改

正
の
み
を
取
り
上
げ
て
そ
の
関
係
を
一
概
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

一



平
成
二
十
一
年
度
決
算
処
理
後
に
お
け
る
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
の
積
立
金
は
約
四
・
九
兆
円
で
あ

る
が
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
の
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
に
国
会
に
提

出
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

（
以
下
「
復
興
財
源
確
保
法
案
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
間
、

予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
復
興
財
源

確
保
法
案
第
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
、
こ
の
繰
入
金
は
復
興
債
の
償
還
費
用
の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
し
て
い
る
。
平

成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
末
の
同
勘
定
の
積
立
金
の
見
込
額
約
〇
・
一
兆
円
と
平
成
二
十
三
年
度
に

生
じ
る
同
勘
定
の
剰
余
金
の
見
込
額
約
〇
・
七
兆
円
の
合
計
額
で
あ
る
約
〇
・
八
兆
円
を
同
勘
定
か
ら
国
債
整
理
基
金
特
別

会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
見
込
ん
で
い
る
。

平
成
二
十
二
年
度
決
算
処
理
後
に
お
け
る
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
の
国
債
整
理
基
金
は
約
十
三
・
七
兆
円
で
あ
る
が
、

国
債
整
理
基
金
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
。
以
下
「
特
別
会
計
法
」
と
い
う
。
）
第

三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
将
来
の
国
債
償
還
の
財
源
と
す
る
た
め
に
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
を
取
り
崩
し
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
（
以
下
「
復
興
財
源
」
と

二



い
う
。
）
に
充
て
る
の
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。

平
成
二
十
二
年
度
決
算
処
理
後
に
お
け
る
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
積
立
金
は
約
二
十
・
六
兆
円
で
あ
る
が
、
外
国
為

替
資
金
特
別
会
計
の
積
立
金
は
、
特
別
会
計
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
剰
余
金
の
う
ち
、
外
国
為
替
相
場
の

変
動
、
市
場
金
利
の
変
動
そ
の
他
の
要
因
を
勘
案
し
、
同
会
計
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
積
み
立

て
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
取
り
崩
し
、
復
興
財
源
に
充
て
る
の
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。

三
に
つ
い
て

復
興
財
源
に
つ
い
て
は
、
歳
出
削
減
や
税
外
収
入
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
復
興
特
別
所
得
税
等
の
東
日
本
大
震

災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
時
限
的
な
税
制
措
置
に
よ
る
負
担
を
で
き
る
だ
け
抑
制
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
復
興
財
源
確
保
法
案
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
し
て
作
成
し
、
国
会
に
提
出
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
時
限
的
な
税
制
措
置
は
、
今
を
生
き
る
世
代
全
体
で
連
帯
し
て
負
担
を
分

か
ち
合
う
こ
と
を
基
本
と
し
、
個
人
に
も
企
業
に
も
過
大
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
た
上
で
、
時
限
的
に
一
定
の
負

三



担
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
産
業
空
洞
化
防
止
等
の
観
点
か
ら
、
「
平
成
二
十
三

年
度
税
制
改
正
大
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
で
示
し
た
税
率
の
引
下
げ
と
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
を

実
施
し
た
上
で
、
時
限
的
に
法
人
税
額
に
対
し
て
付
加
税
を
課
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
末
時
点
の
国
債
及
び
借
入
金
の
残
高
約
九

百
四
十
四
兆
円
を
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
時
点
の
日
本
の
総
人
口
約
一
億
二
千
七
百
七
十
四
万
人
で
除
し
た
額
約
七
百
三

十
九
万
円
を
、
新
生
児
も
含
む
全
て
の
国
民
一
人
当
た
り
の
債
務
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

四


